
令和８年６月２日

１　予算案件 （１）

一般会計

819,698,359

２　事件案件 １　工事請負契約締結の変更につ ◎地域高規格道路美作岡山道路（国道374号）公共道路

（１） 　　いて （１） 　工事（17号橋（仮称）上部工）

　工　　期

　（変更前）令和６年10月４日から令和８年12月28日

　（変更後）令和６年10月４日から令和８年７月31日

　請負金額（変更前）　750,200,000円

　　　　　（変更後）　816,827,110円

　請 負 人　ピーエス・コンストラクション株式会社

　　　　　　岡山営業所

３　条例案件 別紙のとおり

（７）

４　その他 地方自治法第180条第１項の規定に ◎道路管理瑕疵に係る事故の和解及び損害賠償額の決

よる専決処分事項について 　定について

３件

◎県有施設管理瑕疵に係る事故の和解及び損害賠償額

　の決定について

１件

◎給与遡及支給に係る損害賠償額の決定について

１件

◎自立促進資金貸付金の返還請求に関する訴えの提起

　について

１件

◎地域改善対策奨学金及び通学用品等助成金の返還請

　求に関する訴えの提起について

１件

◎県営住宅の明渡し並びに家賃及び損害賠償金の支払

　の請求等に関する訴えの提起について

２件

令和７年度繰越計算書について ◎令和７年度岡山県一般会計繰越明許費繰越計算書

◎令和７年度岡山県一般会計事故繰越し繰越計算書

◎令和７年度岡山県公共用地等取得事業特別会計繰越

　明許費繰越計算書

◎令和７年度岡山県港湾整備事業特別会計繰越明許費

　繰越計算書

◎令和７年度岡山県営電気事業会計予算繰越計算書

◎令和７年度岡山県営工業用水道事業会計予算繰越計

　算書

◎令和７年度岡山県流域下水道事業会計予算繰越計算

　書

389,033円

令和８年６月岡山県議会定例会提出予定案件

件　　　　名 内　　　　容

（単位：千円）

会　　計　　名 既定予算額 補正予算額 計

令和８年度岡山県一般会計補正予算（第１号） 15,545,870 835,244,229

2,042,000円

14,326円
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 （Ｎｏ．１）

 

題　　　名 提 案 課 概　　　　　　　　　　　　　　　　要 番号

 

 １ 岡山県地域未来 地方創生推 　産業クラスターの形成及び拡大、地場産業の付加価値向上及び販路開

 基金条例 進室 拓の支援等を行うことにより、地域の発展を図るため、岡山県地域未来

  基金を設置するものである。

  【主な内容】

  　岡山県地域未来基金を設置する。

（施行期日　条例の公布の日） 

 

２ 岡山県職員特殊 人 事 課 　国家公務員の特殊勤務手当の改正に鑑み、災害応急作業等従事職員が 

勤務手当支給条 行う被災施設等における巡回監視の作業等に係る特殊勤務手当の支給額 

  例の一部を改正 を改めるものである。

  する条例 【主な内容】

　災害応急作業等従事職員が行う次の作業又は業務に係る特殊勤務手当 

  の支給額を改める。

  １　被災施設等において行う巡回監視の作業

  　　日額　　 710円　→　日額　　 950円

２　被災施設等における重大な災害の発生した箇所又は発生するおそれ 

の著しい箇所で行う応急作業又は応急作業のための災害状況の調査の 

  作業

  　　日額　 1,080円　→　日額　 1,440円

３　災害救助法が適用された災害発生市町村の区域（県内を除く ）に 。

  おいて行う避難所の運営業務その他の被災地支援に関する業務

  　　日額　　 710円　→　日額　　 950円

（施行期日　条例の公布の日） 

 

３ 岡山県税条例の 税 務 課 　地方税法の一部改正に伴い、寄附金税額控除について特例控除対象寄 

一部を改正する 附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準を改める等所要の改正を 

  条例 行うものである。

  【主な内容】

  １　個人の県民税

　(1) 寄附金税額控除について、特例控除対象寄附金の対象となる都道 

府県等の指定（以下「指定」という ）に係る基準（以下「基準」 。

  という ）に次の基準を加える。。

　　ア　都道府県等が指定の対象となる期間（以下「指定対象期間」と 

いう ）において受領する寄附金の額の合計額から当該指定対象 。

期間における寄附金の募集に要する費用の額として算定した額を 

控除して得た額（イにおいて「寄附金活用可能額」という ） 。

が、当該指定対象期間において受領する寄附金の額の合計額の100 

  分の60に相当する金額以上であること。

　　イ　寄附金活用可能額の使途に関する事項について、公表するこ

 と。

　(2) 基準に適合すべき期間について、指定対象期間の初日前１年以内

 を指定対象期間の初日前４年以内に改める。

　(3) 寄附金税額控除に係る特例控除額について、納税義務者の所得割

の額に100分の20に相当する金額と77万２千円（当該納税義務者が
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 （Ｎｏ．２）

 

題　　　名 提 案 課 概　　　　　　　　　　　　　　　　要 番号

 

指定都市の区域内に住所を有する場合には、38万６千円）とのいず

 れか低い金額を超えるときは、当該いずれか低い金額とする。

　(4) 地方税法の施行地において公的年金等の支払を受ける県内に住所

を有する個人であって、障害者、寡婦若しくはひとり親に該当する

者又は特定配偶者若しくは扶養親族（年齢16歳未満の者又は控除対

象扶養親族に限る ）若しくは特定親族（合計所得金額が85万円以。

下であるものに限る ）を有する者は、地方税法に基づく県民税に。

関する申告書を、当該公的年金等の支払者を経由して、当該公的年

金等受給者の住所地の市町村長に提出しなければならないこととす

 る。

　(5) 住宅借入金等特別税額控除について、適用期限を居住年が令和12

 年であるものまで延長する。

　(6) 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所

得に係る課税の特例措置の対象となる土地等の譲渡について、その

譲渡をした土地等がその譲渡をした時において地すべり等防止法に

規定する地すべり防止区域、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関

する法律に規定する急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域等に

おける土砂災害防止対策の推進に関する法律に規定する土砂災害特

別警戒区域又は特定都市河川浸水被害対策法に規定する浸水被害防

止区域内にあるときは、当該土地等の譲渡は、優良住宅地の造成等

 のための譲渡に該当しないものとみなすこととする。

　(7) 非課税措置を講じられている非課税口座内上場株式等に係る配当

所得及び譲渡所得等について、非課税口座及び特定課税未成年者口

座を開設する個人の基準年の前年12月31日までに当該非課税口座又

は特定課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じた場合に

 は、配当割及び株式等譲渡所得割を課することとする。

　(8) 所得割の納税義務者が前年中に特定暗号資産の譲渡による事業所

得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所

得及び雑所得については、他の所得と区分し、前年中の当該事業所

得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として計算した金額

（(9)において「特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」という ）。

に対し、特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額の100分の２

（当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、10

 0分の１）に相当する金額に相当する所得割を課することとする。

　(9) 所得割の納税義務者の前年前３年内の各年に生じた特定暗号資産

に係る譲渡損失の金額は、当該特定暗号資産に係る譲渡損失の金額

の生じた年の末日の属する年度の翌年度の県民税について特定暗号

資産に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した地方税法

の規定による申告書を提出した場合において、その後の年度分の県

民税について連続してこれらの申告書を提出しているときに限り、

当該納税義務者の特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額を限度とし

て、当該特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除するこ

 ととする。

２　不動産取得税
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 （Ｎｏ．３）

 

題　　　名 提 案 課 概　　　　　　　　　　　　　　　　要 番号

 

　(1) 住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額の対象

 となる住宅から特定区域内住宅を除くこととする。

　(2) 都市再生特別措置法に規定する認定事業者が認定計画に係る事業

区域内において認定事業の用に供する不動産を取得した場合の不動

産取得税の課税標準の特例の適用について、当該認定事業の事業区

域の全部又は一部が特定都市再生緊急整備地域の区域内にあるもの

にあっては、地方税法施行令で定める要件を満たすものに限ること

 とする。

 ３　その他規定の整備を行う。

 　　　施行期日　令和９年１月１日。ただし、

 　　　　１(1)及び(2)並びに３の一部については、令和８年10月１日　

 　　　　１(6)及び３の一部については、令和10年１月１日

 　　　　２(1)については、令和11年４月１日

 　　　　２(2)については、地方税法等の一部を改正する法律附則

 　　　　第１条第13号に掲げる規定の施行の日

 　　　　１(8)及び(9)については、地方税法等の一部を改正する法律

　　　　附則第１条第17号に掲げる規定の施行の日

４ 地方活力向上地 税 務 課 　地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令の一部改正に

域における県税 鑑み、事業税の課税免除等の対象となる地方活力向上地域等特定業務施

 の特例に関する 設整備計画の認定の期限を延長する等所要の改正を行うものである。

 条例の一部を改 【主な理由】

正する条例 １　事業税の課税免除等の対象となる地方活力向上地域等特定業務施設

 整備計画の認定の期限を令和10年３月31日まで延長することとする。

 ２　その他規定の整備を行う。

（施行期日　条例の公布の日）

５ 就学前の子ども 指導監査課 　就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する

に関する教育、 法律第三条第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学

保育等の総合的 大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準の一部改正に鑑み、認定

 な提供の推進に こども園の職員の配置の基準を改める等所要の改正を行うものである。

 関する法律に基 【主な内容】

づく幼保連携型 １　認定こども園（幼保連携型認定こども園を除く。以下同じ ）の職。

認定こども園以 員の配置の基準について、内閣府・文部科学省告示と同一の基準に改

 外の認定こども める。

園の認定の要件 ２　認定こども園の職員の資格の基準について、内閣府・文部科学省告

 を定める条例等 示と同一の基準に改める。

の一部を改正す ３　認定こども園の児童対象性暴力等の防止の基準について、内閣府・

 る条例 文部科学省告示と同一の基準を定める。

４　認定こども園の職員の配置等に係る基準の特例について、内閣府・

 文部科学省告示と同一の特例に改める。

 ５　その他規定の整備を行う。

 　　　　　　　　　　　　　　施行期日　条例の公布の日。ただし、

    　　　　　　　　　　　　　３については、令和８年12月25日
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 （Ｎｏ．４）

 

題　　　名 提 案 課 概　　　　　　　　　　　　　　　　要 番号

 

 ６ 児童福祉法に基 指導監査課 　児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正に鑑み、児童福

づく児童福祉施 祉施設（助産施設、児童厚生施設（児童館を除く 、児童発達支援セ 。）

設の設備及び運 ンター、児童家庭支援センター及び里親支援センターを除く ）の児童 。

  営の基準を定め 対象性暴力等の防止の基準を定める等所要の改正を行うものである。

  る条例等の一部 【主な内容】

を改正する条例 １　児童福祉施設（助産施設、児童厚生施設（児童館を除く 、児童 。）

発達支援センター、児童家庭支援センター及び里親支援センターを除 

く ）の児童対象性暴力等の防止の基準について、内閣府令と同一の 。

  基準を定める。

  ２　保育所の職員の基準について、内閣府令と同一の基準に改める。

３　保育所の職員の配置に係る基準の特例について、内閣府令と同一の 

  特例に改める。

  ４　その他規定の整備を行う。

  　　　　　　　　　　　　　　施行期日　条例の公布の日。ただし、

     　　　　　　　　　　　　　１については、令和８年12月25日

７ 就学前の子ども 指導監査課 　幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する

に関する教育、 基準の一部改正に鑑み、幼保連携型認定こども園の児童対象性暴力等の

 保育等の総合的 防止の基準を定める等所要の改正を行うものである。

 な提供の推進に 【主な内容】

関する法律に基 １　幼保連携型認定こども園の児童対象性暴力等の防止の基準につい

 づく幼保連携型 て、内閣府・文部科学省令と同一の基準を定める。

認定こども園の ２　幼保連携型認定こども園の学級の編制の基準について、内閣府・文

 設備及び運営の 部科学省令と同一の基準に改める。

基準を定める条 ３　幼保連携型認定こども園の職員の数等の基準について、内閣府・文

 例等の一部を改 部科学省令と同一の基準に改める。

正する条例 ４　幼保連携型認定こども園の職員の数等に係る基準の特例について、

 内閣府・文部科学省令と同一の特例に改める。

 ５　その他規定の整備を行う。

 　　　　　　　　　　　　　　施行期日　条例の公布の日。ただし、

    　　　　　　　　　　　　　１については、令和８年12月25日
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